
新潟港新潟港

大連大連

浦頂浦頂

蔚山蔚山釜山釜山
釜山新港釜山新港

光陽光陽

寧波寧波

上海上海

青島青島

連雲港連雲港

天津新港天津新港

新潟県
新潟県内港を利用する新潟県内外
貨物増加に対する支援制度

新潟市
新潟港輸出コンテナ貨物
利用拡大支援事業補助金

限度額

50万円
1TEUあたり

1万円
限度額

20万円
1TEU当たり

2千円

過去３か年度の最高実績からの増加量に応じて

輸出2万円／輸入1万円を補助
1TEUあたり

初利用の輸出荷主様に対し 初利用の輸入荷主様に対し

※詳細については、お問い合わせくださいますようお願いします。

新潟国際貿易ターミナル
新潟港コンテナターミナル
輸入荷主様向け報奨金

（1事業者あたり） （1事業者あたり）

写真提供：（一社）新潟港振興協会

新潟県・新潟商工会議所

新潟港コンテナ貨物利用
拡大支援事業のご案内

700TEU以上の増加で

輸出900万円／輸入450万円最大
の充実した補助金額

新潟港

大連

浦頂

蔚山釜山
釜山新港

光陽

寧波

上海

青島

連雲港

天津新港新潟港から主要港までの日数

釜山
上海
大連
青島

2日～
6日～
4日～
5日～

2日～
輸出 輸入

4日～
5日～
6日～

●2024年問題を受けて最寄港の活用を検討している。
●脱炭素化の取組対策としてモーダルシフトを検討している。
●大規模災害に備えて物流BCPの確保を検討している。

◦上海港や釜山港等を中心に週9便の定期コンテナ航路が就航
◦博多・神戸等接続する週2便の内航フィーダー航路が就航
◦釜山・上海をハブとして世界各国の港湾に接続しています！

こんな方におすすめです！

申込フォームからも、補助制度
の資料請求（無料）ができます。



申込フォームからも、補助制度の
資料請求（無料）のお申し込みができます。

202602

補助金制度の概要

申込フォームはこちら

（補助制度の詳細は各実施機関にお問い合わせください）

交付申請書提出
（予算の範囲内で随時受付）

（新潟県・新潟市・新潟国際貿易ターミナル）

実績報告書提出

交付決定
通知書

額の確定・
補助金交付

荷主様

実施機関

手続きの流れ

補助金の申請先

TEL：025-280-5455
E-mail：ngt170010@pref.niigata.lg.jp

新潟県
交通政策局 港湾振興課 港湾企画振興班

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kowanshinko/r03-ninushikontena.html

新潟市 TEL：025-226-2739
E-mail：kowankuko@city.niigata.lg.jp

都市政策部  港湾空港課

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gyoseiunei/hojyokin/gyoseikeihi/toshiseisaku/kowankuko/kontenahojyokin.html

新潟国際貿易
ターミナル

TEL：025-388-1001
FAX：025-388-1008

経営企画部経営企画課

https://n-wtt.jp/incentive/NINUSHI

新潟商工会議所　総合政策課
〒950-8711 新潟県新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 7F

TEL：025-290-4207　FAX：025-290-4421
E-mail：seisaku@niigata-cci.or.jp

新 潟 県

新 潟 市

新潟国際貿易
ターミナル

補助名実施機関 補助要件 補助金額

新規利用（輸出）

利用増加（輸出）

新規利用（輸入） 過去3か年度以上
新潟港の輸入実績が無い

※各実施機関の予算範囲内での補助となります。

※¹補助要件の増加量は過去3か年度の新潟港利用の最高実績との比較により算出。貨物の増加量に応じて利用拡大荷主、大口荷主、特定大口荷主のいずれかひとつに該当。
※²中国華南地域：福建省、海南省、広東省、香港特別行政特区の港湾が該当。
※ 国内の他の港湾で積換えて輸出入を行う内航フィーダー貨物、内貿貨物（補助金額が半額）も補助対象。ただし、他港（国際戦略港湾を除く）の補助制度との併用は不可。
※ 県内港のご利用状況に応じて、他の補助制度のご活用も可能です。 詳細についてはお問い合わせくださいますようお願いします。 

新潟港を利用した輸出実績が過去3か
年度のうち最も多い年度と比較して
10TEU以上増加

過去3か年度
新潟港の輸出実績が無い

1TEUあたり1万円
（上限50万円）

輸出

1TEUあたり0.2万円
（上限20万円）

※新潟県の補助金との併用不可

輸入

増加分1TEUあたり1万円
（上限50万円）

※新潟県の補助金との併用不可

輸出

利用拡大荷主

大口荷主

特定大口荷主

利用拡大大口荷主

重点地域加算

50～299TEU増加※1

かつ2割以上増加

300～499TEU増加※1

かつ2割以上増加

上記制度に該当し中国華南※²の港湾を
発着する場合に上乗せ

過去3か年度継続して
500TEU以上利用かつ増加

500TEU以上増加※1

1TEUあたり2万円（上限598万円）輸出

1TEUあたり1万円（上限299万円）輸入

600万円+1万円/300TEU超過分
（上限799万円）

輸出

300万円+0.5万円/300TEU超過分
（上限399.5万円）

輸入

800万円+0.5万円/500TEU超過分
（上限900万円）

400万円+0.25万円/500TEU超過分
（上限450万円）

輸出

輸入

輸出

輸入

1TEUあたり0.5万円（上限500万円）
1TEUあたり0.25万円（上限250万円）

輸出

輸入

1TEUあたり0.5万円（上限249.5万円）
1TEUあたり0.5万円（上限249.5万円）

https://formsys.niigata-cci-mail.net/formsys/public/form/624


